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ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

詳
し
く
は

こ
ち
ら
を

ご
覧
下
さ
い

　今年度の予防接種と新規登録を下記日程表のとおり行います。既に登録され
ている場合は案内ハガキをお届けしてありますので、予防接種の際、必ずハガキ
を持参して 下さい。

■予防注射日程

【料金内容】
▷予防注射料３，１００円
▷注射済票交付手数料５５０円

【新規登録する場合】
▷登録料３，０００円
※釣銭の無いようご用意下さい

期　日 場　所 時　間 期　日 場　所 時　間

4/1１木

鴨狩公民館前 9:00 ～ 9:10

4/1２金

下九一色生活改善センター 9:10 ～ 9:15
細田公民館前 9:15 ～ 9:25 川浦小御崎神社前 9:30 ～ 9:35
旧楠甫農協跡地 9:30 ～ 9:35 道林ふれあいプラザ前 9:45 ～ 10:00
宮原公民館前 9:40 ～ 9:55 ふるさと交流センター前 10:05 ～ 10:20
ニードスポーツセンター駐車場 10:05 ～ 10:10 上ノ原消防詰所前 10:25 ～ 10:30
落居５･６区ふれあいプラザ前 10:15 ～ 10:25 上地区公民館前 10:45 ～ 10:55
沖村リサイクルステーション前 10:45 ～ 10:50 中央駐車場 11:00 ～ 11:10
宮沢公民館前 10:55 ～ 11:00 四尾連公民館前 13:00 ～ 13:05
大木集荷場前 11:15 ～ 11:20 藤田養蚕飼育所前 13:10 ～ 13:15
大同地区公民館前 11:35 ～ 11:50 堀切公民館前 13:30 ～ 13:35
峡南消防本部北部消防署前 13:10 ～ 13:25 近萩公民館前 13:50 ～ 13:55
宮本公民館前 13:30 ～ 13:40 山保地区公民館前 14:00 ～ 14:05
高田地区公民館前 13:45 ～ 14:05 帯那公民館前 14:10 ～ 14:15
建設業協会市川支部駐車場 14:15 ～ 14:30

4/14 日
役場六郷庁舎前 8:30 ～ 9:00
役場三珠庁舎前 9:30 ～ 10:00
役場本庁舎前 10:15 ～ 11:00

愛犬の「登録」と「予防注射」は飼い主の義務

狂犬病予防注射日程のお知らせお知らせ 水
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令和６６年55月分
水道料金から

バーコード読み取り

で、コンビニやアプリ

決済で納付可能！！

納付の種類納付の種類 サービス・機関名サービス・機関名 納付の方法納付の方法

口座振替口座振替 納付者が
指定した口座

振替日に自動的に引き落とされます。（※残高にご注意下さい）
対象金融機関：ＪＡ山梨みらい・山梨中央銀行・山梨県民信用組合・山梨信用金庫・ゆうちょ銀行

コンビニエンスコンビニエンス
ストアストア

セブンイレブン
納入通知書裏面に記載のコンビニで納付できます。
※ コンビニエンスストア等の店頭では、原則としてスマホアプリを利用したお支払い
はできません。

ローソン

ファミリーマート

その他店舗

アプリ決済アプリ決済

ＬＩＮＥＰａｙ

請求書払いになりますので、納付書に印刷されたバーコードをアプリで読み取っ
て納付して下さい。

ＰａｙＰａｙ

ｄ払い

ａｕＰａｙ

Ｊ－Ｃｏｉｎ

窓口納付窓口納付

役場窓口 役場本庁舎出納室、三珠庁舎窓口、六郷庁舎窓口で納付できます。

金融機関窓口 ＪＡ山梨みらい、山梨中央銀行、山梨県民信用組合、山梨信用金庫窓口で納付できます。

郵便局または
ゆうちょ銀行窓口

山梨県、神奈川県、千葉県、埼玉県、群馬県、栃木県、茨城県、東京都内に
所在する郵便局又はゆうちょ銀行窓口

納付納付はは口座振替口座振替、、スマートフォンスマートフォン
コンビニコンビニでで簡単便利簡単便利にに！！

　口座振替の手続きはＪＡ山梨みらい、山梨中央銀行、山梨県民
信用組合、山梨信用金庫、ゆうちょ銀行窓口でお手続きができます。
※原則、納付書記載の納期限を過ぎるとコンビニ、スマートフォ
ンアプリでの納付ができなくなります。納期限内の納付をお願
いします。

▲�新しい納入通知書（圧着ハガキ）

問問町生活環境課上水道係 ☎ 055-272-6092

簡易水道事業・下水道事業が

公営企業会計公営企業会計にに移行移行しました

　町では、簡易水道事業と下水道事業の安定した
事業運営を維持していくため、４月１日から地方公
営企業法を全部適用し、会計方式を官公庁会計（単
式簿記）から公営企業会計（複式簿記）へと移行
しました。

簡易水道および下水道
利用者の皆さまへ

　使用方法などが変更となるこ

とはありません。

　また、使用料や負担金の納め方

も従来通りです。

問問町生活環境課簡易水道係・下水道係☎ 055-272-6092

若者世帯を応援

　本籍地以外の市区町村の窓口で、戸籍謄本等を請求
できるようになりました。※戸籍抄本、戸籍の附票等を除く。

【請求できる方】

本人・配偶者・父母、祖父母などの直系尊
属・子、孫などの直系卑属
※委任状による代理請求等はできません。

■マイナ保険証を使うメリットメリット

【請求に必要なもの】

顔写真付きの官公署発行の本人確認書類
（マイナンバーカード、運転免許証など）

よりよい医療を受けることができるよりよい医療を受けることができる

　今までの薬情報や健康診断結果を見ることができる
ようになり、次の治療に生かすことが可能になります。
高額医療の限度額を超える支払いを手続きなしで免除高額医療の限度額を超える支払いを手続きなしで免除

　限度額適用認定証等が無くても、限度額
を超える支払いが免除されます。
マイナンバーカードを健康保険証として利
用するには登録が必要です。詳しくはこちら

町民課からのお知らせ

若者定住促進住宅補助金

結婚新生活支援事業

問町町民課

☎ 055-272-1105問町政策推進課☎ 055-272-1103

補助対象 助成額
夫婦のいずれかが４０歳以下の若者世帯
で、住宅を取得した場合 ５０万円

補助対象（すべてに該当する方） 助成額
入居する住居が町内 住居費及び

引っ越し代
の合計

上限
３０万円

婚姻日での年齢が夫婦ともに
３９歳以下で世帯の所得が５００万円未満

令和６年１月１日以降に婚姻届を提出し、
受理された夫婦

若 者 世帯 対象 補 助 金 制 度若 者 世帯 対象 補 助 金 制 度

－ 新たに住宅を取得する方 －

戸籍の広域交付がはじまりました戸籍の広域交付がはじまりました！！

マイナ保険証をご利用下さいマイナ保険証をご利用下さい！！

－ 新婚生活で賃貸住宅へ住む方 －

補助要件など、詳細は町ホーム
ページをご覧いただくか、町政策
推進課までお問い合わせ下さい。

【問い合わせ】町生活環境課環境衛生係 ☎055-272-6092

４
2024

４
2024
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町
で
は
、
入
学
を
祝
福
し
入
学
時
に

お
け
る
家
庭
の
経
済
的
負
担
を
軽
減
す

る
と
と
も
に
、
児
童
・
生
徒
の
成
長
を

切
れ
目
な
く
支
援
す
る
た
め
、
町
独
自

に
「
市
川
三
郷
町
小
中
高
等
学
校
入
学

祝
金
」
を
支
給
し
ま
す
。

　

次
の
要
件
を
満
た
す
方
は
、
申
請
を

し
て
下
さ
い
。

【
支
給
対
象
者
】
今
年
4
月
に
小
・
中
・

高
等
学
校
に
入
学
し
、
市
川
三
郷
町
に

住
所
を
有
し
て
い
る
児
童
・
生
徒
の
保

護
者

【
申
請
書
】
▽
小
中
学
校
…
町
内
の
小
中

学
校
に
入
学
さ
れ
る
方
に
は
入
学
式
の

際
に
学
校
か
ら
配
布
し
ま
す
。
な
お
、

町
外
の
小
中
学
校
へ
入
学
さ
れ
る
方
に

は
個
別
に
郵
送
し
ま
す
。

▽
高
等
学
校
…
個
別
に
郵
送
し
ま
す
。

【
支
給
額
】
入
学
す
る
児
童
・
生
徒
1
人

に
つ
き
1
万
円

【
申
請
期
限
】
４
月
19
日
㈮

※
申
請
書
が
全
員
分
揃
っ
て
か
ら
支
払
い

ま
す
の
で
、
必
ず
期
限
内
に
申
請
し
て

下
さ
い
。

【
申
請
場
所
】
▽
役
場
六
郷
庁
舎
子
育
て

支
援
課
▽
役
場
本
庁
舎
福
祉
課
・
介
護

課
▽
三
珠
支
所
住
民
サ
ー
ビ
ス
係

※
郵
送
も
可
（
〒
４
０
９
―

３
２
４
４
市
川
三
郷
町
岩
間

４
９
５ 

市
川
三
郷
町
役
場
子
育
て

支
援
課
宛
）

PickUp PickUp

小
・
中
・
高
等
学
校
に
入
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す
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新
１
年
生
に
入
学
祝
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支
給
し
ま
す

小
・
中
・
高
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入
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２
０
２
３
年
全
国
消
費
者
物
価
指
数

の
実
績
値
（
対
前
年
比
＋
３
・
２
％
）

が
公
表
さ
れ
ま
し
た
。

　

そ
の
結
果
、
令
和
６
年
度
の
児
童
扶

養
手
当
額
は
、
３
・
２
％
の
引
き
上
げ

ら
れ
ま
す
。

　

ま
た
、
第
１
子
同
様
に
第
２
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及
び

第
３
子
以
降
の
加
算
額
に
も
物
価
ス
ラ

イ
ド
を
適
用
し
、
３
・
２
％
の
引
き
上

げ
ら
れ
ま
す
。
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現在お使いの受給者証は、保険証との記載事項が現在お使いの受給者証は、保険証との記載事項が
一致していますか？一致していますか？

　保険証や、住所、氏名などの変更があった場合、受給者証の変更の手続きが
必要です。記載内容が違っていると、医療機関の窓口で無料にならない場合が
あります。役場から手続きの通知はしませんので、変更があった場合は忘れず
に手続きをお願いします。

子育て支援医療費・ひとり親家庭医療費の子育て支援医療費・ひとり親家庭医療費の
受給者証をお持ちの皆さまへ受給者証をお持ちの皆さまへ

　

町
で
は
、
町
内
に
存
在
す
る
空
き
家

な
ど
を
有
効
活
用
し
、
都
市
住
民
と
の

交
流
や
定
住
を
促
す
こ
と
が
で
き
る
よ

う
空
き
家
情
報
登
録
制
度
「
空
き
家
バ

ン
ク
」
を
設
け
て
い
ま
す
。

　
空
き
家
バ
ン
ク
制
度
で
は
、
賃
貸
や

売
却
が
可
能
な
町
内
に
あ
る
空
き
家
な

ど
を
所
有
者
か
ら
登
録
し
て
い
た
だ
き
、

こ
れ
ら
の
物
件
情
報
を
希
望
者
に
公
開

し
ま
す
。

　

ま
た
、
町
で
協
定
を
結
ん
だ（
公
社
）
全

日
本
不
動
産
協
会
山
梨
県
本
部
、(

公
社)

山
梨
県
宅
地
建
物
取
引
業
協
会
が
媒
介

役
と
し
て
間
に
入
り
、
交
渉
か
ら
契
約

等
の
手
続
き
を
サ
ポ
ー
ト
し
ま
す
の
で
、

安
心
し
て
空
き
家
を
登
録
す
る
こ
と
が

で
き
ま
す
。

　

さ
ら
に
、
空
き
家
バ
ン
ク
制
度
を
利

用
し
、
成
立
し
た
物
件
に
対
し
、
改
修

工
事
費
補
助
金
と
家
財
処
分
費
補
助
金

を
交
付
し
て
い
ま
す
。

【
補
助
金
の
額
】

①�

改
修
工
事
費
用
の
２
分
の
１
に
相
当

す
る
額
（
上
限
１
０
０
万
円
）

②
家
財
処
分
費
用
の
２
分
の
１
に
相
当

す
る
額
（
上
限
10
万
円
）

【
問
い
合
わ
せ
】
町
建
設
課
住
宅
係

☎
０
５
５
（
２
７
２
）
１
１
３
６

市
川
三
郷
町
空
き
家
バ
ン
ク
制
度
を
ご
活
用
下
さ
い

市
川
三
郷
町
空
き
家
バ
ン
ク
制
度
を
ご
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下
さ
い

　

町
で
は
、
障
害
者
や
高
齢
者
を
対
象

に
、
タ
ク
シ
ー
の
初
乗
料
金
が
免
除
さ

れ
る
福
祉
タ
ク
シ
ー
券
を
交
付
し
ま
す
。

　

対
象
者
で
、
タ
ク
シ
ー
券
の
交
付
を

希
望
さ
れ
る
方
は
次
の
と
お
り
申
請
し

て
下
さ
い
。

※
「
社
会
福
祉
施
設
入
所
者
」「
自
動
車

税
や
軽
自
動
車
税
の
減
免
を
受
け
て
い

る
方
」
は
対
象
に
は
な
り
ま
せ
ん
。

【
対
象
者
】
▽
身
体
障
害
者
手
帳
１
～
２

級
所
持
者
▽
療
育
手
帳
の
障
害
程
度
が

Ａ
の
方
▽
精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳

１
級
所
持
者
▽
介
護
慰
労
金
受
給
者
に

介
護
さ
れ
て
い
る
方
の
う
ち
非
課
税
世

帯
の
方
▽
88
歳
以
上
の
方
▽
心
身
の
障

害
に
よ
り
一
人
で
の
外
出
が
で
き
な
い

高
齢
者
等
（
担
当
民
生
委
員
の
証
明
に

よ
り
町
が
判
定
し
交
付
し
ま
す
）

【
申
請
に
必
要
な
も
の
】
手
帳
所
持
者
は

次
の
い
ず
れ
か
の
手
帳
▽
身
体
障
害
者

手
帳
▽
療
育
手
帳
▽
精
神
障
害
者
保
健

福
祉
手
帳

【
交
付
枚
数
】
年
間
24
枚
（
１
カ
月
あ
た

り
２
枚
）

【
受
付
期
間
】
年
間
を
と
お
し
て
受
付

※
受
付
は
年
間
を
と
お
し
て
行
っ
て
い

ま
す
が
、
申
請
し
た
翌
月
分
か
ら
の
枚

数
を
交
付
し
ま
す
。

【
申
請
場
所
】
▽
本
庁
舎
福
祉
課
▽
三
珠

支
所
住
民
サ
ー
ビ
ス
係
▽
六
郷
庁
舎
い

き
い
き
健
康
課

【
問
い
合
わ
せ
】
町
福
祉
課
障
害
福
祉
係

☎
０
５
５
（
２
４
２
）
７
０
５
７

福
祉
タ
ク
シ
ー
券
を
交
付
し
ま
す　

対
象
者
は
申
請
を
！

福
祉
タ
ク
シ
ー
券
を
交
付
し
ま
す　

対
象
者
は
申
請
を
！

　

町
で
は
、
は
ん
こ
を
深
く
理
解
し
て

い
た
だ
く
こ
と
を
目
的
に
、
町
内
事
業

者
か
ら
の
は
ん
こ
購
入
に
対
し
、
購
入

費
の
一
部
を
助
成
し
ま
す
。

【
対
象
】
▽
町
内
に
住
所
を
有
す
る
方
の

は
ん
こ
購
入
費
▽
町
内
に
法
人
登
記
の

あ
る
事
業
所
の
は
ん
こ
購
入
費

※
こ
の
他
に
も
対
象
の
条
件
が
あ
り
ま

す
。
詳
し
く
は
お
問
い
合
わ
せ
下
さ
い
。

【
助
成
額
】
購
入
費
の
１
／
２
、１
０
０

円
未
満
切
り
捨
て
（
１
万
円
を
上
限
）

※
は
ん
こ
の
ケ
ー
ス
代
は
、
対
象
外
と
な

り
ま
す
。

※
購
入
前
に
事
前
申
請
が
必
要
で
す
。

※
助
成
は
、
年
度
内
１
回
の
み
で
す
。

【
問
い
合
わ
せ
】
町
産
業
振
興
課
商
工
係

☎
０
５
５
（
２
４
０
）
４
１
５
７

町
内
事
業
者
か
ら
購
入
す
る
「
は
ん
こ
」
購
入
費
の
一
部
が
助
成
さ
れ
ま
す

町
内
事
業
者
か
ら
購
入
す
る
「
は
ん
こ
」
購
入
費
の
一
部
が
助
成
さ
れ
ま
す

　

町
で
は
、
町
内
に
お
住
ま
い
の
方
を
対

象
に
、
チ
ャ
イ
ル
ド
シ
ー
ト
の
貸
し
出
し

を
実
施
し
て
い
ま
す
。

【
対
象
】
１
歳
未
満
児
の
保
護
者
ま
た
は
、

里
帰
り
な
ど
で
一
時
的
に
１
歳
未
満
児

と
同
居
す
る
祖
父
母
な
ど

【
費
用
負
担
】
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
代

【
貸
出
期
間
】
満
１
歳
の
誕
生
日
ま
で

【
注
意
点
】
▽
出
生
前
に
申
請
で
き
、
出

産
予
定
日
か
ら
貸
し
出
し
が
で
き
ま
す
。

申
請
時
に
は
、
母
子
健
康
手
帳
を
お
持

ち
下
さ
い
。

【
問
い
合
わ
せ
】
町
防
災
課
防
災
防
犯
係

☎
０
５
５
（
２
７
２
）
１
１
７
５

チ
ャ
イ
ル
ド
シ
ー
ト
の
貸
し
出
し

チ
ャ
イ
ル
ド
シ
ー
ト
の
貸
し
出
し
を
ご
活
用
下
さ
い

を
ご
活
用
下
さ
い

【問い合わせ】町子育て支援課子育て支援・保育係 【問い合わせ】町子育て支援課子育て支援・保育係 ☎ 0556-42-8218☎ 0556-42-8218

問問町子育て支援課子育て支援・保育係 町子育て支援課子育て支援・保育係 ☎ 0556-42-8218☎ 0556-42-8218

本
事
業
の
開
始
に
伴
い
、
従
来
の

「
子
育
て
祝
い
金
」「
多
子
世
帯

子
育
て
応
援
金
」
は
令
和
５
年
度

を
も
っ
て
廃
止
と
な
り
ま
し
た
。

４
2024

4No.No.2232235 No.No.223223

４
2024


